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建設技術審査証明事業（測量技術）実施要領 

                                    

 

  第１章  総 則                           

（目 的） 

第１条  この要領は、公益社団法人日本測量協会（以下「日本測量協会」という。）

 が建設技術審査証明協議会会員として実施する建設技術審査証明事業（測量 

 技術）の実施方法を定めることにより、建設技術審査証明事業（測量技術）の 

 透明性、公平性及び客観性を確保し、もって建設技術の向上に寄与することを目

 的とする。 

（定 義） 

第２条  この要領において、「建設技術審査証明事業（測量技術）」とは、民間に

おいて自主的に開発された測量技術の内容についての審査、証明（以下「審査証

明」という。）を行う事業をいう。 

２  この要領において、「依頼者」とは、日本測量協会に審査証明の依頼を行う法

人又は個人をいう。 

（審査証明の対象技術） 

第３条  審査証明の対象技術は、次に掲げる測量に関する技術とする。 

 一  機器等の開発、改良 

 二  データの取得、処理、管理技術 

 三 測量及び測量関連システムの開発 

   

  第２章  審査証明の依頼と承諾                           

（審査証明の依頼） 

第４条  審査証明の依頼は、別記様式第１に定める審査証明依頼書に、次に掲げる

資料を添えて日本測量協会に提出して行う。 

 一  技術概要説明書                          

二  技術詳細説明書（性能確認試験報告含む）               

三  依頼者の会社概要等                         

 四  その他参考資料                          

（受付審査）                                                            

第５条  審査証明の依頼のあった測量技術（以下「依頼技術」という。）につい 

  ては、別記第１に定める「受付審査基準」により、審査証明の対象技術として 

  の適否を審査（以下「受付審査」という。）しなければならない。 

２  受付審査は、次の各号を満たす者で構成する受付審査会を設置して行う。   

一 別に定める事業の受付審査の実務経験３年以上の者又はこれと同等以上の  
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  技術的知識と経験を有する者                        

二 対象技術に関して専門的知識を有する者 

（審査証明の承諾） 

第６条  日本測量協会は、受付審査により審査証明の対象技術として適当と認め

られたとき、次に掲げる項目について依頼者と協議しなければならない。 

  一  審査証明の内容及び範囲                      

二  審査期間                             

三  所要経費及び納入方法                       

四  提出資料の種類                           

五  その他                              

２ 審査証明の承諾は、前項による協議が整ったときに別記様式第２に定める審

査証明依頼承諾書を依頼者に送付して行う。 

 

  第３章  審査証明の実施                           

（審査証明に当たる者の選任） 

第７条  審査証明に当たる者は、対象技術に関し学識経験を有する者又は専門的

知識を有する者のうちから選任することができる。 

２  依頼技術の開発に関与している者は選任してはならない。 

（審査証明委員会等） 

第８条  審査証明は、前条により選任された者により構成される測量技術審査証

明委員会（以下「審査証明委員会」という。）及び技術予備審査会を設置して行

う。 

（審査証明の方法） 

第９条  審査証明は、審査証明委員会が定める審査の基準に基づき、原則として依

頼者が提出した資料を用いて行う。 

２  審査の基準は、依頼技術の開発趣旨、開発目標及び技術内容等の特性に応じ性

能の確認を主眼において定める。 

３ 審査証明委員会は、依頼者に対して提出資料等の説明又は追加資料の提出を

求めることができるものとし、依頼者はこれに応じなければならない。  

４ 審査証明委員会は、審査の過程で必要がある場合に、依頼者又は公的な試験研

究機関の協力による確認試験の実施を要請することができる。 

 

  第４章  審査証明書等                           

（審査証明書の発行等） 

第１０条  日本測量協会は、前条の審査証明の結果、依頼技術が開発目標の水準に

達していることが確認されたとき、遅滞なく別記様式第３に定める技術審査証
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明書（以下「審査証明書」という。）を発行し送付する。 

２ 別記様式第４に定める技術審査証明報告書は、日本測量協会が作成し依頼者

及び建設技術審査証明協議会に送付する。        

（有効期間及び更新） 

第１１条  審査証明書の有効期間は、５ヶ年とする 

２ 審査証明書の更新を依頼するときは、有効期間の満了前に別記様式第５に定

める技術審査証明書更新依頼を日本測量協会に提出しなければならない。 

３  更新の適否は、別に定める更新審査会を設け依頼者から提出された書類等を用

いて審査する。 

４  日本測量協会は、審査証明書の更新が認められたとき、新たな審査証明書を発

行し依頼者に送付する。 

５  前項の審査証明書を発行したときは、建設技術審査証明協議会に報告しなけれ

ばならない。 

 

  第５章  審査証明技術の管理                           

（審査証明書の変更） 

第１２条  審査証明された技術（以下「審査証明技術」という。）の内容変更が必

要となったときは、第７条から第１０条の規定を準用して審査を行い、審査証明

書を変更しなければならない。               

２ 前項の審査は、依頼者から提出された内容変更の詳細について、日本測量協会

と依頼者が協議し、その必要を認めたときに行う。 

（審査証明技術の管理） 

第１３条 日本測量協会は、必要に応じ審査証明技術の使用状況等の資料の提出

を依頼者に求めることができる。 

２  日本測量協会は、審査証明技術について、必要な書類を整備し適切に管理しな

ければならない。 

 

（審査証明書の取り消し） 

第１４条  依頼者が虚偽又は不正の手段により審査証明書を受けたことが明らか

になった場合は、審査証明書の全部又は一部を取り消すことができる。 

２  前項の取り消しは、受付審査会及び審査証明委員会を開催して行う。    

３  日本測量協会は、取り消しの内容を建設技術審査証明協議会に報告しなければ

 ならない。 

 

  第６章  審査証明技術の普及                           

（審査証明技術の普及） 
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第１５条  日本測量協会は、第１０条及び第１１条第４項の規定により審査証明

書を発行したとき、次の各号の普及活動を行わなければならない。      

一 日本測量協会の機関誌「測量」及びその他の刊行物、ホームページへの掲載 

  二 関係省庁、公団及び地方自治体への技術審査証明報告書の配布     

（審査証明を証する標章） 

第１６条  審査証明技術については、別記様式第６に定める審査証明された建設

技術であることを証する「審査章」を使用することができる。  

２ 「審査章」の使用は、事前に日本測量協会に別記様式第７に定める審査章の使

用願を提出して承認を受けなければならない。 

３「審査章」の取り扱い及び仕様等は、別記第２「審査章の取扱い」による。 

 

  第７章  その他                           

（審査証明の所要経費） 

第１７条  第６条、第１１条及び第１２条の規定に基づく審査証明の所要経費は、

開発技術及び審査証明の内容により７０万円から３００万円の範囲で算定する。 

２ 次の各号における所要経費は、別に定める方式で算定した額について依頼者

と日本測量協会が協議する。                    

  一  審査証明の実施途中で依頼が取り下げられとき。 

  二  第９条第２項に規定する審査基準に達していないため、審査証明を打ち切っ

たとき。 

（技術審査の過程で発生した工業所有権） 

第１８条  第９条の規定による審査証明の過程における実験又は技術改良等の指

導に関連して発生した新技術の工業所有権（出願権を含む）の取り扱いについて

は、別途日本測量協会と依頼者が協議してこれを定める。 

（審査証明技術に係る責任） 

第１９条 審査証明技術に係わるすべての責任は、審査証明取得者が負う。 

２ 審査証明技術に係わる責任問題、事故及び紛争が生じた場合には、審査証明取

得者は遅滞なくその内容等を日本測量協会に報告しなければならない。 

（運用細則） 

第２０条  この実施要領に定めるものの他、この要領の円滑な運用に関し必要な

事項については、運用細則で定める。 

 

（附 則） 

       この要領は、平成１３年４月１日から適用する。 

（附 則） 

       この要領は、平成２５年４月１日から適用する。 
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（附 則） 

       この要領は、平成２７年４月１日から適用する。 

（附 則） 

       この要領は、令和７年４月１日から適用する。 
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  別記第１（要領第５条関係） 

 

 

受 付 審 査 基 準 

 

 受付審査基準は、つぎのとおりとする。 

    一  実施要領第１条に規定する目的に合致するものであること。 

    二  公共性が高く、市場性があるものであること。 

    三  使用実績があるもの又は開発又は改良が完了し依頼者において性能確 

   認試験等を行ったものであること。 

    四  技術内容の性能確認が、定量的、物理的等により明確にできるものである

こと。 

    五  技術内容の全てを審査証明委員会に提出でき、かつ審査証明委員が指示す

る試験等を依頼者の負担により実施できるものであること。 

    六  要領第４条に規定する依頼に関する提出書類は、日本語による文章であり

技術内容の説明が日本語でなされるものであること。 

    七  技術の使用マニュアルの整備がされているものであること。 

    八  違法性がないものであること。                   

九 社会的信用の高い法人又は個人が開発した技術であること。 
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  別記第２（要領第１６条関係） 

 

建設技術審査証明協議会 

審査章の取扱い 

 

１．審査章の取扱い 

① 会員は、会員名、証明年月日、証明番号、対象技術の総称を審査章に加筆し

て使用するものとする。 

② 会員は、実施要領、審査証明書、報告書、機関誌等に審査章を用いることが

できる。 

③ 会員は、２．に示す作成仕様及び印刷仕様に基づき、審査章を使用するもの

とする。 

④ 会員は、２．に示す作成仕様及び印刷仕様を会員以外（自ら使う印刷業者等

を除く）に漏洩してはならない。 

⑤ 会員は、自ら使う印刷業者等が第三者に対して２．に示す作成仕様及び印刷

仕様を使ってはならないことを指示するものとする。 

⑥ 会員は、審査証明書を取得した者が審査証明書取得技術の普及のため審査章

を用いることを認める際、以下の指示を行うものとする。 

  ・審査証明書又は報告書に掲載した審査章を電子複写等により使用すること。 

  ・審査章に合わせて、審査証明を取得した技術の名称を記載すること。 

  ・審査章を縮小して使用する等により、審査章に加筆された会員名、証明年月

日、証明番号、対象技術の総称が読み取りにくい場合は、技術の名称と合わせ

てこれらを併記すること。 

 

２．作成仕様及び印刷仕様 

① オリジナル作成ソフト 

  「 Illustrator 」 

② 作成ソフトにおける色仕様（プロセスカラー） 

   金色：C20+M40+Y80 銀色：C20+M10+Y10+K50 文字：K100 

③ 審査章オリジナルサイズ 

   最外縁に接する円の直径 「 12.5cm 」 

④ 審査用に用いるフォント 

   建設技術審査証明事業 「 リュウミン B-KL（17.66pt.） 」 

   対象技術の総称 「 リュウミン B-KL 」 

   会員名 「 太ゴシックB101 」 

   日付（審査証明日、有効期限） 「 中ゴシック BBB 」 
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   審査証明番号 「 中ゴシック BBB 」 

⑤ 留意点 

   パソコン及びプリンターの機種により出力時に大きく色が変わることがあ

ります。 

⑥ 印刷時の仕様（印刷業者等へ） 

 金色：DIC242 銀色：DIC652 【 DIC（大日本インク㈱）での指示 】 

  

３．審査章の管理 

① 協議会事務局は、審査章に係わる以下の事項について管理するものとする。 

 商標登録に係わった書類等 

 Illustrator 形式による電子データ 他 

② 商標登録の状況 

 登録番号：第６７５９７３６号 

 登 録 日：令和５年１２月５日 

 商標権者：一般財団法人 国土技術研究センター 

 一般財団法人 土木研究センター 

 一般財団法人 日本建設情報総合センター 

        公益社団法人 日本測量協会 

        一般社団法人 日本建設機械施工協会 

        一般財団法人 ダム技術センター 

 一般財団法人 日本建築センター 

 一般財団法人 建築保全センター 

        一般財団法人 砂防・地すべり技術センター 

 公益財団法人 日本下水道新技術機構 

 一般財団法人 先端建設技術センター 

        公益財団法人 都市緑化機構 

 一般財団法人 日本地図センター 

 一般財団法人 ベターリビング 

 ※存続期間満了日は登録日から１０年間 
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【審査章に使用する色仕様とフォント】 
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 別記様式第１（要領第４条関係）                   （用紙の寸法は、A４とする。） 

  

審 査 証 明 依 頼 書 

 

                                                 （和暦）  年   月  日 

 

  公益社団法人 日本測量協会 

   会 長             殿 

  

会 社 名                               印 

代表者名                               印 

所 在 地                         

電   話                        

 

 
 

下記の測量技術について、「建設技術審査証明事業（測量技術）実施要領」 

に基づく審査証明を依頼します。 

 

記 
 

    １．審査証明を受けたい測量技術の名称 

    ２．要領第４条に定める提出書類 

       １）技術概要説明書                                                            部 

      ２）技術詳細説明書（性能確認報告含む）                   部 

      ３）依頼者の会社概要等                                        部 

    ３．技術審査証明書受領希望月日   

    ４．希望事項 

    ５．その他 

（担当者） 氏  名 

住  所 

                    会社名 

                    所  属 

電  話                        （内線番号） 
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 別記様式第１付属 （技術概要説明書）             （用紙の寸法は、A４とする。） 

 

技 術 概 要 説 明 書 
 

 依頼者名 

 

 

 

 

  

技術の名称 

（副題） 

 

技術の概要 

 

 

諸元、性能等 

及び適用範囲 

 

    

既存技術との 

比較 
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開発趣旨及び 

開発目標 

  

開発目標の達 

成確認の方法 

 

 

 

技術内容の 

開示 

 

 

    

特許等の有無 

 

その他 
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 別記様式第１付属 （技術詳細説明書）               （用紙の寸法は、A４とする。） 

 

技 術 詳 細 説 明 書 

 

  １．依頼者名  

   

  ２．技術の名称（副題） 

   

  ３．技術内容及び開発目標 

 

  ４．開発目標の達成確認の方法  

 

５．開発目標の達成確認の結果 

   

  ６．性能確認試験等のデータ 

   

  ７．審査証明の依頼範囲 

 

  ８．特記事項その他 
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 別記様式第２（要領第６条関係）                   （用紙の寸法は、A４とする。） 

 

審査証明依頼承諾書  

 

                                                      （和暦）  年   月  日 

 

                          殿 

 

                                         東京都文京区小石川一丁目5番1号 

パークコート文京小石川ザタワー   

                       公益社団法人 日本測量協会 

                         会 長       

 

 

     （和暦） 年 月  日を以て依頼のありました審査証明について、「建設技

術審査証明事業（測量技術）実施要領」第６条の規定に基づき、下記により承

諾します。 

 

記 

 

  １．技術の名称 

   

    ２．審査証明の内容範囲 

 

    ３．審査証明の期間 

 

    ４．所要経費及び納入方法 

 

    ５．提出資料と提出部数 

 

    ６．特記事項 

 

    ７．（公社）日本測量協会の担当者 
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 別記様式第３（要領第１０条関係）                 （用紙の寸法は、A４とする。） 

 

技 術 審 査 証 明 書  

 

    技術名称 

    （開発の趣旨） 

    （開発目標） 

     (1) 

     (2) 

     (3) 

     (4) 

      建設技術審査証明事業（測量技術）実施要領に基づき、依頼のあった   

○○○○○の技術内容について下記のとおり証明します。 

 

          （和暦）  年  月  日 

                                             建設技術審査証明協議会会員 

                                             公益社団法人 日本測量協会 

会  長     

 

 

記 

 

    １．審査証明の結果 

        ○○○○○の技術について、上記の開発の趣旨及び開発目標に照ら   

    した結果は、次のとおりである。 

     (1) 

     (2) 

     (3) 

     (4) 

    ２．審査証明の前提 

    ３．審査証明の範囲 

    ４．審査証明の詳細（別添） 

    ５．審査証明依頼者 
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 別記様式第４（要領第１０条関係）                  （用紙の寸法は、A４とする。） 

 

技術審査証明報告書 目次 

 

     序  

 

    審査証明委員会名簿 

 

 

       概要 

      １．審査証明対象技術 

      ２．開発の趣旨 

      ３．開発目標 

      ４．審査証明の方法 

      ５．審査証明の前提 

      ６．審査証明の範囲 

      ７．審査証明結果 

      ８．留意事項 

 

 

       審査証明の詳細 

      １．審査証明対象技術 

      ２．開発の趣旨 

      ３．開発目標 

      ４．審査証明の方法 

      ５．審査証明の結果 

 

 

       付属資料 
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 別記様式第５（要領第１１条関係）                  （用紙の寸法は、A４とする。） 

 

技術審査証明書更新依頼  

 

                                                             （和暦）  年   月  日 

 

    公益社団法人 日本測量協会 

     会 長               殿 

 

会 社 名                       印 

代表者名                       印 

所 在 地 

電    話 

 

 
 

      下記の測量技術について、「建設技術審査証明事業（測量技術）実施要  

領」に基づく審査証明の更新を依頼します。 

 

記 
 

    １．技術の名称 

    ２．添付資料 

      １）技術審査証明書の写し                       

      ２）有効期間の使用実績表及び使用状況                     部 

    ３．希望事項 

    ４．その他 

      （担当者）   氏 名 

                     住 所 

                     会 社 名 

                     所 属 

                     電 話                       (内線番号） 
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 別記様式第６（要領第１６条関係）                   

 

 

建設技術審査章 
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 別記様式第７（要領第１６条関係）                  （用紙の寸法は、A４とする。） 

 

 

審査章の使用願   

 

                                                      （和暦）  年   月  日 

 

    公益社団法人 日本測量協会 

    会 長              殿 

 

                                     会 社 名                        印 

                                 代表者名                        印 

                                  所 在 地 

                                   電 話 

 

 

 

      建設技術審査証明事業の「審査章」の使用について、下記のとおり許可  

願います。 

 

記 

 

       １．審査証明技術名及び証明番号 

 

       ２．審査章の使用形態 

 

 

 

 

 


